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外国⼈がビジネスや旅⾏などで中国へ渡航し、滞在するとき、現地の法律に注意しなければ、意図しないトラブ
ルに巻き込まれる可能性がある。例えば、最近話題となった反スパイ法や国家安全法、出⼊国管理法といった法
律は中国への⼊国時に注意しなければならない法律である。また、⺠法や消費者権益保護法などは中国に滞在中
に関わる法律である。その他、中国でビジネスをする際には、会社法や労働法が関わってくる。この講演会では、
⻑年、中国の弁護⼠として⽇系企業や現地⽇本⼈を法的にサポートしてこられた殷偉弁護⼠
をお招きして、中国に渡航・滞在する⽇本⼈が注意しておかなければならない中国の法律に
ついて解説していただきます。

愛知県弁護士会
所属。
⽇本で法律を学
び、中国の法律
事務所での勤務
を経て、2018
年に⽇本で鞍⼭
外国法事務弁護
⼠事務所を設⽴。

講師︓殷 偉（イン・イ）氏

対象︓学⽣・教職員・⼀般の⽅（要申込）

中国への渡航・滞在と法律

https://ws.formzu.n

et/dist/S504779085/

お申込はこちら

https://ws.formzu.net/dist/S504779085/
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